
自転車賑わい拠点事業 
民間活用施設の貸付に関する契約書（案） 

 

 

 

自転車賑わい拠点事業に関して、賃貸人 堺市（以下「甲」という。）と賃借人 

代表法人●●（以下「乙」という。）は、民間活用施設につき、これを民間活用施設

管理運営事業（以下「本事業」という。）に供するため、次の条項により、公有財産

の定期建物賃貸借契約として、民間活用施設の貸付に関する契約（以下「本貸付契

約」という。）を締結する。  

また、本貸付契約書に別段の定めがある場合を除き、本貸付契約書中に使用する用

語の定義は、甲と●●、●●及び●●を構成員とし、●●を代表法人とするグループ

との間で、自転車賑わい拠点事業に関し締結された令和６年●月●日付基本的事項に

関する協定（以下「基本的事項協定」という。）において定められた用語の定義によ

り、基本的事項協定に定義がないものについては、募集要項等（本貸付契約書を除

く。）において定められた定義による。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条  甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（民間活用施設の表示） 

第２条 甲は、甲が道路法第３２条の占有許可を受けた次表「本件敷地の表示」に掲

げる土地（以下「本件敷地」という。）上の甲の所有する次表「民間活用施設の表

示」に掲げる物件（以下「当該物件」という。）を乙に賃貸し、乙はこれを借り受

け、貸付料を甲に納入するものとする。 

 

 

【民間活用施設の表示】 

物件の表示 区分 床面積(㎡) 摘要 

堺市  ●●●．●●   

 

【本件敷地の表示】 

区分 所在及び地番 地目 地積 

道路区域   ㎡ 

―   ㎡ 

ただし、別紙１記載の地積測量図において赤線で囲まれた範囲の土地。 

 

（使用の目的及び制限） 

第３条 乙は、当該物件について、本事業を実施することを使用目的として使用しな

ければならない。本事業内容は、別紙２のとおりである。    

２ 乙は、当該物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5

月 15 日法律第 77 号)第 2 条第 2 号に定める暴力団その他の反社会的団体の活動の

ために利用する等、公序良俗に反する用途に供してはならない。 

３ 乙は、当該物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23

年 7 月 10 日法律第 122 号）に定められた風俗営業及び性風俗関連特殊営業その他

これらに類する業の用途に供してはならない。 

４ 乙は本事業の範囲で、基本的事項協定、本貸付契約及び業務水準に基づく甲に対

する責任を負う。 

別冊７ 



（貸付期間） 

第４条 本貸付契約の貸付期間は、令和   年 月   日から令和 19 年 3 月 31 日ま

でとする。 

２ 本貸付契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新はない。ただし、

甲及び乙は、協議の上、本貸付契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃

貸借契約を再契約することができる。 

３ 甲は、第１項に規定する期間の満了の１年前から６ヵ月前までの間（以下「通知

期間」という。）に乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によっ

て通知するものとする。 

４ 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することがで

きず、乙は、第１項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借す

ることができる。ただし、甲が通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借

が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から６ヵ月を経過した日

に賃貸借は終了する。 

 

（貸付料） 

第５条 当該物件の貸付料は、月額金       円（年額金      円）と

する。 

２ 甲と乙は、本貸付契約の貸付料は貸付期間中改定せず、本貸付契約には借地借家

法第３２条の規定を適用しない。 

３ 前項にかかわらず、契約日から４年を経過したときは、甲又は乙は、契約日から

５年経過後以降の貸付料の改定について協議の申し入れをすることができ、申入れ

があった甲又は乙は、協議に応じなければならない。 

４ 第２項にかかわらず、甲は、物価の変動又は法令若しくは条例等の改廃その他の

事情の変更により貸付料が不相当になったときは、第１項に定める貸付料を改定す

ることができる。 

５ 第１項の貸付料は、消費税及び地方消費税相当額（税率 10％）金     円

を含むものとする。 

６ 貸付期間の初日が月の日の初日でないとき、又は貸付期間の満了日が月の末日で

ないときの賃料は暦日を用いた日割計算により算定する（１円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。）。 

 

（貸付料の納入方法及び期限） 

第６条 乙は、前条に定める貸付料を、次の各号に定める区分に従い、甲の発行する

納入通知書により３か月分をまとめて先払い納入しなければならない。 

(1) １回目の支払 民間活用施設の内装工事の着工日の前日まで 

(2) ２回目以降の支払 毎年３月末、６月末、９月末、１２月末 

２ 支払期日が金融機関の休業日に当たる場合は、直前の営業日を支払期日とする。 

 

（遅延利息） 

第７条 乙は、貸付料を前条に定める納入期限までに納入しなかった場合は、納入期

限の翌日から納入のあった日までの期間について、堺市財産規則第３２条第４項に

定める遅延利息の特例として附則に定める割合により計算した金額（１００円未満

の端数があるとき、又は当該金額が１，０００円未満であるときは、その端数金額

又は当該金額を切り捨てた金額）を遅延利息として甲に納入しなければならない。 

 

（契約保証金） 

第８条 乙は、本貸付契約締結と同時に契約保証金として賃付料月額の３ヶ月分を甲

に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金は、第１６条第３項及び第１７条第３項に規定する損害賠償の



予定又はその一部と解釈しない。 

３ 甲は、事由の如何を問わず、乙が第１９条に規定する原状回復義務等本貸付契約

に定める全ての義務を履行し、甲に損害がないときには、乙の請求により第１項に

定める契約保証金を乙に返還する。ただし、貸付料の未払い、損害賠償その他乙が

甲に対して負担する債務が残存する場合にあっては、契約保証金を当該債務の額に

充当したうえで、その残余の額を返還する。 

４ 第１項に定める契約保証金には利息を付さない。 

５ 甲は、乙が甲に対する金銭債務を履行しないときは、乙に対する何らの催告な

く、いつでも契約保証金から充当することができる。この場合、乙は、甲から請求

があるときは直ちに、充当による不足額を甲に支払わなければならない。なお、乙

は甲に対し、甲に対する債務について契約保証金から充当することを請求すること

はできない。 

６ 乙は、当該物件の使用状況又は経済情勢の変動等により、契約保証金が担保とし

て合理性を欠く等不当な金額になったときは、甲の請求により、相当な金額になる

までの差額を甲に追加預託する。 

７ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ずに、契約保証金返還請求権を第三者に譲

渡し、又は質入れし若しくは譲渡担保等の担保設定等の一切の処分をしてはならな

い。 

 

（物件の引渡し） 

第９条 甲は、第４条に定める貸付期間の初日に当該物件を乙に引き渡ししたものと

する。 

２ 乙は、前項本文の当該物件の引渡し後速やかに、当該物件の内装、設備、什器・

備品の設置等の工事、及び敷地の整備工事に着手するものとし、自転車拠点施設の

供用開始日と同日に当該物件も供用開始できるよう同工事を完了するものとする。 

３ 甲が第１項に従い当該物件を引き渡したにもかかわらず、乙が乙の責めに帰すべ

き事由がないにもかかわらず、令和９年３月●日までに本件内装等工事を完了する

ことができないことを証明したときは、甲乙協議のうえ、その完了時期を合理的な

時期に変更し、あわせて貸付期間を変更する。 

 

（当該物件の供用、運営及び維持管理等） 

第１０条 乙は、業務水準に従い、当該物件の内装、設備、什器・備品の設置等の工

事、及び敷地の整備工事によって乙が設置する施設（以下「内装等施設」とい

う。）及び当該物件を道路法他関係法令等、及び占用許可の許可条件を遵守し、善

良な管理者の注意をもって、供用、運営、及び維持管理しなければならない。 

２ 乙は、当該物件の供用、運営、及び維持管理について、甲が事前承諾した事業計

画（別紙３）を遵守しなければならない。なお、甲又は乙は、事業計画の変更につ

いて協議を申し入れることができ、甲又は乙は、申入れがあったときは、協議に応

じなければならない。 

３ 乙は、当該物件の名称を示す看板を乙の責任と費用負担で設置することができる

が、看板を設置する場合、本件敷地の周辺の自転車拠点施設及び事業用地全体との

調和や景観に配慮した内容とし、甲に対し、事前に設置計画図等を提出し、当該看

板の設置に関して甲の承諾を得なければならない。 

４ 前３項の規定による供用、運営、及び維持管理に要する費用は、すべて乙の負担

とする。 

 

（物件の修補請求等） 

第１１条  当該物件に契約不適合部分（「道路法等関係法令等に違反する部分及び占

用許可の許可条件に違反する部分を含め当該物件の種類又は品質に関して契約の内

容に適合しない部分のこと」をいう。以下同じ。）が存在することを理由として、



当該物件の供用、運営、及び維持管理を要求水準、関係法令等、及び占用許可の許

可条件その他の甲乙間の合意に従って履行するに当たり支障となるいかなる事情が

あることが判明しても、甲は乙に対し、一切の責任を負わず、乙は甲に対し、契約

保証金の減額、貸付料の減額、契約不適合の修補請求、代替物の引渡請求、履行の

追完請求、貸付料の減免請求、損害賠償請求、基本的事項協定又は本貸付契約の全

部又は一部の解除、解約、取消し及び無効主張、並びに、業務水準の変更の請求を

行うことはできない。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第１２条 乙は、当該物件の全部又は一部を第三者に転貸し、若しくは本賃借権を譲

渡してはならない。 

２ 乙は、第三者に対して、本賃借権等の全部又は一部につき、譲渡や担保設定等一

切の処分をしてはならない。 

 

（当該物件の転貸の条件） 

第１２条の２ 第１２条第１項にかかわらず、乙は、協力法人等と締結予定の賃貸借

契約書等を添付して事前に甲に届け出てその承諾を得たときは、当該物件の全部又

は一部を協力法人等に転貸することができる。ただし、協力法人等から第三者への

さらなる転貸や賃借権の譲渡等は一切認めない。 

２ 乙は、前項の協力法人等をして、業務水準、道路法第３２条及び河川法第２４条

の占用許可の条件、及び関係法令等を遵守させなければならない。 

３ 乙は、第１項に基づき協力法人等に対し当該物件の全部又は一部を転貸する場

合、協力法人等との間で、転貸借契約期間は本貸付契約終了日までに終了するもの

とし、かつ、当該物件の平面図を使用して転貸範囲を特定したうえで、それらを内

容とする借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条に定める定期建物賃貸借契

約を締結しなければならない。 

４ 乙は、前項の協力法人等に対し、前項の定期建物賃貸借契約を締結する前にあら

かじめ、借地借家法第３８条第３項の書面を交付してする説明をしたうえ、当該書

面に当該説明を受けたことを証する旨を記載した前項の協力法人等の記名捺印ある

書面を当該協力法人等から受領しなければならない。 

５ 乙は、第１項に基づき甲から事前の承諾を得て協力法人等に対し当該物件の全部

又は一部を転貸する契約をしたときは、甲に対し、乙及び協力法人等連名の原本と

相違ない旨の認証文言を付した第３項記載の定期建物賃貸借契約書の写しと第４項

記載の乙が受領した借地借家法第３８条第３項の書面の写しを提出しなければなら

ない。 

６ 前各項に基づき、乙が協力法人等と転貸借契約を締結する場合には、乙は、協力

法人等が本市の暴力団排除に関する諸規定に抵触する行為を行ったとき、その他基

本的事項協定第１７条第６項各号を準用したときに、これらのいずれかに該当した

ときは、乙と協力法人等とで締結する転貸借契約を解除できる特約事項を協力法人等

と締結予定の転貸借契約書に付さなければならない。 

 

（使用上の制限） 

第１３条 乙は、甲の書面による承諾なく、当該物件の増築、又は改築をしてはなら

ない他、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 本件敷地に当該物件以外の建物その他の構築物を築造すること。 

（2）当該物件についての業務水準に従った状態を変更すること。 

（3）前２号の他、業務水準を下回る内容又は業務や行為を行うこと。 

２ 乙は、当該物件の使用に関して甲が特に指示した事項については、これを遵守し

なければならない。 

 



（物件保全義務） 

第１４条 乙は、善良な管理者としての注意をもって当該物件の維持保全に努めなけ

ればならない。 

２ 乙は、当該物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合

は、その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合は、

乙にその費用を求償することができる。 

 

（修繕等） 

第１５条 乙は、当該物件の引き渡しを受けた後に、当該物件について修繕又は保存

行為（以下「修繕等」という。）を要する箇所が生じた場合は、速やかに甲にその

旨を通知するものとし、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲におい

て修繕等を行うものとする。 

 ただし、乙の責めに帰すべき事由により修繕等の必要が生じた場合は、その修繕等

に要する費用は、乙が負担しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき甲において修繕等を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、

乙はこれに協力するものとする。 

３ 乙は、修繕等を要する箇所の存在を理由として損害賠償の請求をすることができ

ず、乙の使用収益が制限されない場合においては、貸付料は減額されない。 

４ 乙は、第１項の規定に基づき甲において修繕等を行うことにより生じた損害につ

いて、賠償又は補償請求しないものとする。 

 

（本貸付契約の違反等に対する違約金） 

第１６条 甲は、乙が本貸付契約の規定その他の業務水準、占用許可の許可条件、又

は関係法令等に違反したときは、乙に対し、業務水準に従った状態を回復し、違反

状態を除去等するよう請求することができる。 

２ 乙は、前項の甲の請求において甲が定めた相当期間を経過しても業務水準に従っ

た状態を回復等しないときは、甲の損害の発生及び損害額の立証を要することなく、

甲に対し、違約金として、月額貸付料（第５条第３項又は第４項に基づき貸付料が

改定された場合は改定後の月額貸付料とする。）の３か月相当額を支払わなければ

ならない。 

３ 第１項の場合、甲に生じた損害の額が前項の違約金の額を超えるときは、その超

過分につき、甲は、乙に対し、損害賠償を請求することができる。 

４ 第２項に定める違約金は、第１７条３項に規定する損害賠償額の予定又はその一

部と解釈しない。 

 

（契約の解除） 

第１７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、催告その他何らの手続

を用いないで本貸付契約の全部又は一部を解除することができる。 

 (1) 乙が貸付料を３か月分以上滞納したとき。 

 (2) 乙が本貸付契約に定める義務に違反したとき。 

 (3) 乙が不法行為を行ったとき。 

(4) 自転車拠点施設管理運営業務（指定管理者実施業務）の指定の取り消しが行わ

れたとき。 

(5) 基本的事項協定第１４条第１項各号の事由を準用したときに、これらのいずれ

かに該当するとき。 

(6) 基本的事項協定第１６条第１項各号を準用したときに、これらのいずれかに該

当するとき。 

(7) 乙が本市の暴力団排除に関する諸規定に抵触する行為を行ったとき、その他基

本的事項協定第１７条第６項各号を準用したときに、これらのいずれかに該当す

るとき。 



(8) 乙が、前各号のほか、堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号）第４３条各号

のいずれかに該当したとき。 

(9) 当該物件の修繕又は保存行為に過分の費用を要するとき。 

２ 甲は、第１項の規定により本契約を解除した場合（但し、第１項第４号の取り消

しが乙の責めに帰すべき事由がない場合を除く）は、これにより乙に生じた損害に

ついて、何らの賠償ないし補償を要しない。 

３ 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害

を賠償しなければならない。 

 

（占用許可の取り消し等） 

第１８条 本貸付契約の締結後、本件敷地に係る道路法第３２条に基づく占用許可が、

道路法第７１条第１項に基づき取り消され、その効力が停止され、その条件が変更

され、若しくは本件敷地のうち道路区域たる部分に関する道路法第７１条第１項に

規定する処分がされた場合、又は上記占用許可が更新されなかった場合は、基本的

事項協定第１２条第２項に「本事業」とあるのを「民間活用施設の管理運営事業」

と読み替えて、同条第２項から第５項を準用する。 

２ 本貸付契約の締結後、法令変更又は不可抗力により本貸付契約の業務水準どおり

の継続が不能となった場合、又は本貸付契約の業務水準どおりの継続に過分の費用

を要する場合、基本的事項協定第１１条第２項、第３項及び第４項本文を準用する。 

３ 甲は、貸付期間中に、国、甲その他公共団体において、当該物件の全部又は一部

を公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、地方自治法第２３８条の５第

４項に基づき、本貸付契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙

が被った損失の補償については、基本的事項協定第１２条第４項を準用する。 

 

（原状回復の義務） 

第１９条 事由の如何を問わず、本事業の全部又は一部が終了したとき、又は本貸付

契約の全部若しくは一部が解除されたときは、乙は、本事業の全部又は一部が終了

する日まで又は解除の日までに、乙の負担により、内装等施設をすべて解体撤去し

て、当該物件の全部又は一部を原状（公共施設についてはスケルトン、本件敷地に

ついては更地、以下、本条において同様。）に回復したうえで、甲に返還しなけれ

ばならない。ただし、甲が当該物件の全部又は一部を原状に回復させる必要がない

と認めたときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項の原状回復について、貸付期間満了の日の１年前から甲と協議を行

い、その内容や方法、スケジュール等事業用地の返還に必要な事項を、書面により

甲に申請し、承諾を得なければならない。 

３ 乙が第１項本文に反して当該物件の全部又は一部の原状回復をしないときは、甲

は、乙に代わり、当該物件の全部又は一部の原状回復を行うことができるものとす

る。 

４ 第１８条第１項で準用する基本的事項協定第１２条第４項に該当する場合を除

き、乙が第１項本文の原状回復をしないときは、乙は、甲に対し、その原状回復に

必要な費用相当額及び乙が原状回復義務を履行しないことによって甲が被る損害に

つき賠償しなければならない。 

５ 第１８条第１項で準用する基本的事項協定第１２条第４項に該当する場合、第１

項の原状回復に必要な費用相当額は、乙に通常生ずべき費用として、第１８条第１

項で準用する基本的事項協定第１２条第４項を準用する。 

６ 第１項本文の場合、乙は、甲に対し、当該物件に乙が権限により設置、据付及び

付属等させた乙の所有物を買い取るべきことを請求することはできない。 

７ 第１項ただし書きの場合、乙は、甲に対し、甲が当該物件のうち原状に回復させ

る必要がないと認めた部分に存する内装等施設を無償で譲渡してその所有権を甲に

移転するとともに、甲は、これを譲り受けるものとし、甲又は甲が指定する者が本



事業を継続するときは、乙は本事業継続のために必要な引継ぎを行うものとする。 

 

（有益費等の支出及び請求権の放棄） 

第２０条 貸付期間中における必要費及び有益費は、すべて乙の負担とする。 

２ 乙は、乙が公共施設等に投じた必要費及び有益費があっても、時期、事由及び名

目の如何を問わず、甲に対しその償還請求をすることができない。 

 

（法令の遵守） 

第２１条 甲及び乙は、本契約に定めるもののほか、堺市財産規則その他法令に定め

る事項を誠実に遵守しなければならない。 

 

（契約の費用） 

第２２条 本貸付契約に要する一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

 

（本貸付契約の規定と基本的事項協定の規定の適用関係） 

第２３条 本貸付契約の規定は、基本的事項協定の他基本的事項協定第２３条第１項

の書類等に記載の事項に優先して適用されるものとする。 

２ 本貸付契約に規定のない事項については、基本的事項協定の規定が、その性質が

本貸付契約の規定に反しない限り、基本的事項協定の規定の性質に応じて適用又は

準用されるものとする。 

 

（本貸付契約の有効期間） 

第２４条 本貸付契約の有効期間は、契約締結日から本貸付契約に基づく甲及び乙の

すべての債務の履行が完了する日までとする。 

 

（近隣住民等への配慮） 

第２５条 乙は、当該物件引渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛争が

生じないよう留意するものとし、紛争が生じた場合は乙の責任において解決するも

のとする。 

 

（天災等による当該物件供用の休止等） 

第２６条 甲は、天災その他やむを得ない事由により当該物件の全部又は一部を利用

させることができないと認めるときは、その旨を乙に通知し、当該物件の全部又は

一部の供用を休止させることができる。 

２ 乙は、予期することができない事由により当該物件の全部又は一部を利用させる

ことができないと認めるときは、甲の承認を得て当該物件の全部又は一部の供用を

休止することができる。 

３ 前２項に規定する供用の休止により生じる損失その他経費の負担は、甲乙協議の

上、定める。 

 

（管轄裁判所） 

第２７条 本貸付契約に関する管轄裁判所は、甲の所在地を管轄区域とする地方裁判

所又は簡易裁判所とする。 

 

（疑義の決定） 

第２８条 本貸付契約に関し疑義のある事項又は本契約に定めのない事項について

は、甲乙協議のうえ決定する。 

 

 

 上記の契約の締結を証するため、本貸付契約書２通を作成し、甲乙記名押印のう



え、甲と乙は各自その原本１通を保有する。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

     「甲」   住所  堺市堺区南瓦町３番１号 

           氏名  堺  市 

           代表者 堺市長 永 藤 英 機 印 

           登録番号 

 

     「乙」   代表法人 

住所 

名称                   

代表者                  印 



（別紙１）地籍測量図を添付 

 

  



（別紙２） 

 

自転車賑わい拠点事業募集要項に添付の別紙１「民間活用施設の管理運営事業」を参

照のこと。 

  



（別紙３）事業計画書 

 

※市の承認を受けた民間活用施設の管理運営にかかる事業計画書を添付する。 


